
○ 児童相談所での児童虐待ケースへの対応の手順

通告・相談
（受付）

○受付票の作
成

・全てのケース
につき作成

・ケースの住所、
状態等必要な
情報の確認

受 理 調 査

○迅速な対応

・原則４８時間以内の安全確認
の実施（子ども本人を直接目視
により確認）

○必要に応じた出頭要求、立
入調査、臨検・捜索の実施

○調査は、
保護者・子どもとの面接、関係
者との面接、観察、生活環境調
査、照会、委嘱などによる。

各種診断

○ 子ども本人、虐待
者、家庭環境等を評
価

・社会診断

・心理診断

・医学診断

・行動診断

・その他の診断

○保護者への指導

・助言指導

・継続指導

・児童福祉司指導

・児童委員指導 等

○施設入所措置

○里親委託

○面会・通信の制限

○接近禁止命令

判定・援助方針
の決定

○判定会議において
各種診断を基にケー
スの総合的判定

○援助方針会議にお
いて援助方針の決定
（２８条の申請を含む）

○援助指針の作成

援助の実行
（対応）

児童の一時保護
（必要な場面で実施）

○受理会議の開催

・調査及び診断の 方針、
安全確認の時期や方法
等の検討

・所長、各部門の長、担当
者、受付相談員等により
組織的に判断

・ケースの緊急性の評価

・調査等の方針決定、必
要な指示

○児童記録票の作成
（きょうだいの場合個々に
作成）

市町村（要保護児童対策地域協議会）との連携、役割分担による対応

○ 子ども虐待対応の手引き（抄）

第１３章 特別な視点が必要な事例への対応
２ アルコール依存・薬物依存等の保護者への対応
（２）物質依存と子ども虐待
④物質依存の親がいる家族への介入
イ．アルコールや睡眠薬や鎮痛剤への依存があるときには、分離は虐待の程度とパートナーや周囲の大人の養育力によるが、少なくとも介入は続けなければなら
ない。この場合も治療を受けることが原則である。治療を受けて一旦はよくなっても再発は多い。継続した支援が必要である。

ウ．神経毒性に至っている可能性がある場合は、どのような物質依存でも分離を優先して検討しなければならない。
オ．保健機関、医療機関、警察、福祉事務所などと相談しながら、連携協働した対応をする必要がある。
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